
議案第 67号

令和元年度鴨川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

令和元年度鴨川市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

なお、平成 31年度鴨川市後期高齢者医療特別会計の予算を令和元年度鴨川市後期高齢者医療特別会計の予算に読み替えている。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,740 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 480,678 千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和元年８月 30日提出

鴨川市長 亀田 郁夫
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　１　歳　入 （単位   千円）

4 繰越金 1 1,740 1,741

1 繰越金 1 1,740 1,741

478,938 1,740 480,678

第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

 歳　　　　入　　　　合　　　　計
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（単位   千円）

2 後期高齢者医療広域連合納付金 465,914 690 466,604

1 後期高齢者医療広域連合納付金 465,914 690 466,604

3 諸支出金 1,373 1,050 2,423

2 繰出金 273 1,050 1,323

478,938 1,740 480,678

　２　歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計

 歳　　　　出　　　　合　　　　計
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